
 
 

吉田町監査委員告示第３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１５項及び吉田町監査

基準（平成２７年監委告示第３号）第１８条第１項の規定により、教育長から

監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表す

る。 

 

令和７年２月１０日 

 

                    吉田町監査委員 藁科 武夫   

 

                    吉田町監査委員 三輪美由紀   

 

 

定期監査結果に基づく措置について 

（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


